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不法占用物件の撤去・改善指導を実施！ 
 

 

 

 

 

 
 
 

１．参加機関 
  石川県・金沢市・石川県警察・国土交通省金沢河川国道事務所 
 
２．実施日 

平成２６年 ８ 月 2６日（火）1４:０0～１６:００（小雨決行） 
３．場 所 

出発式を金沢市役所で実施（14:00～14:10）した後、各班に分かれて実
施する。（別添地図） 
１班 金沢駅前・武蔵周辺 約 1.1km 
 
2 班 兼六園周辺 約 1.３km 
 
３班 片町・香林坊周辺 約 1.３km 

  ４．実施方法 
各班とも、徒歩にて巡回し、違反している野外広告物や不法占用物件につい
て撤去や改善の指導を行います。 

    対象物件  
①据置看板類 

    ②のぼり類 
③商品類 
④歩道の通行障害となっている物件 

 
■合同パトロール当日に取材を希望される方は、金沢市役所までお越し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記者発表資料 

扱い  配布を持って解禁  

【問い合わせ先】 

国土交通省北陸地方整備局 金沢河川国道事務所  

道路管理第一課長  池部 淑夫（内線 431）  

℡：０７６-２６４-８８００（代） 

石川県 土木部 道路整備課長  畠山 邦夫 

℡：０７６-２２５-１７２６  

金沢市 土木局 道路管理課長  中川 富喜   

℡ ０７６-２２０-２３１９  

※番号通知設定でおかけください。 

■ ８月は「道路ふれあい月間」です。通常は、国・県・市の各道路管理
者がそれぞれ管理する道路の違法な野外広告物や不法占用物件につい
て、撤去や改善の指導を実施していますが、月間行事として、各道路管
理者と石川県警察とが合同で、指導を行うものです。 

■ 道路（歩道）の正しい利用と快適な道路環境の確保を目的に実施しま
す。 

発表先 石川県政記者クラブ 

 



 


